
 
令
和
元
年
台
風
被
害
に
よ
る
諸
堂
修
復
工
事
浄
財
寄
進
の
お
願
い 

 

一
、 

奥
之
院
大
改
修 

内
陣
に
は
立
派
な
権
現
造
り
の
宮
殿
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
守
る
た
め
の
大
家
が
大
破
損
し
て
お
り

ま
す
。
こ
れ
を
、
近
代
的
に
直
接
宮
殿
を
お
参
り
で
き
る
よ
う
に
改
装
い
た
し
ま
す
。 

 

二
、 

道
場
新
築
建
立 

修
復
を
試
み
ま
し
た
が
、
修
復
を
す
る
よ
り
新
築
の
方
が
、
費
用
が
掛
か
ら
な
い
こ
と
が
判
明
し
新
築

建
立
を
致
し
ま
す
。 

 

三
、 

護
摩
堂
解
体 

残
念
で
す
が
、
護
摩
堂
の
再
建
は
不
可
能
と
判
断
し
、
解
体
を
致
し
ま
す
。
経
堂
左
脇
の
御
堂
で
す
。

そ
こ
に
新
た
に
身
障
者
用
駐
車
場
、
な
ら
び
に
交
通
安
全
祈
祷
殿
を
建
立
予
定
。 

 

四
、 

書
院
・
庫
裡
解
体 

こ
ち
ら
も
修
復
を
試
み
ま
し
た
が
、
不
可
能
と
判
断
し
解
体
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

 

五
、 

九
頭
龍
権
現
な
ら
び
に
天
満
宮
新
築
工
事 

 

六
、 

境
内
整
備 

石
畳
、
階
段
等
々
の
修
理
、
ま
た
は
参
拝
し
や
す
い
安
全
な
境
内
に
す
る
。 

 

 

一
口 

壱
萬
円
（
何
口
で
も
結
構
で
す
） 

 

御
寄
進
の
方
々
は
寺
録
に
残
し
永
く
家
門
繁
栄
を
祈
念
致
し
ま
す
。 

 



総
事
業
費 

参
億
円 

 

浄
財
寄
進
は
、
総
受
付
に
ご
来
山
い
た
だ
く
か
、
現
金
書
留
、
銀
行
振
込
に
て
受
付
い
た
し
ま
す
。 

 

銀
行
振
込
先 

千
葉
信
用
金
庫 

君
津
東
支
店 

宗
教
法
人 

神
野
寺 

店
番1

4
5

 

口
座
番
号6

5
3

4
1

9
9

 

 

※
今
迄
、
御
寄
進
を
願
わ
な
か
っ
た
の
は
、
令
和
元
年
よ
り
近
隣
の

方
々
も
被
災
し
、
当
山
だ
け
が
寄
進
を
お
願
い
す
る
の
は
違
う
と
判
断

し
た
か
ら
で
す
。 

こ
の
よ
う
な
経
済
状
況
の
折
に
お
願
い
す
る
の
は
心
苦
し
い
こ
と
で

す
が
、
何
卒
皆
様
の
浄
財
寄
進
を
お
願
い
致
し
ま
す
。 

 

令
和
七
年
三
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

鹿
野
山
神
野
寺 



被
害
状
況
（
令
和
七
年
三
月
一
日
現
在
） 

 



 

他
に
も
被
害
箇
所
は
多
数
ご
ざ
い
ま
す
。
何
卒
、
ご
理
解
・
ご
協
力

を
お
願
い
致
し
ま
す
。 


